
 
 

《
資
料
紹
介
》 

高
島
家
文
書
に
つ
い
て 

木
山 

貴
満 

 

一
．
は
じ
め
に 

 

高
島
家
文
書
は
令
和
六
年
（
二
〇
二
四
）
六
月
、
市
内
在
住
の
個
人
の
方
よ
り

熊
本
博
物
館
（
以
下
、
当
館
）
へ
と
寄
贈
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
寄
贈
者
か
ら
は

こ
れ
に
先
立
っ
て
ご
所
蔵
の
刀
剣
類
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い
て
お
り
1

、
引
き
続

き
の
ご
寄
贈
と
な
っ
た
。 

 

寄
贈
時
、
資
料
は
木
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
た
が
、
箱
に
表
書
き
等
は
見
当
た

ら
な
い
た
め
、
後
補
で
木
箱
が
作
成
さ
れ
た
も
の
か
、
別
箱
を
収
納
容
器
と
し

て
転
用
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
当
館
で
は
資
料
受
け
入
れ
後
に
燻
蒸
処

理
を
行
い
、
資
料
整
理
及
び
写
真
撮
影
を
行
っ
た
。
整
理
結
果
は
本
稿
末
掲
載

の
目
録
の
通
り
で
、
総
数
は
二
八
点
を
数
え
た
。 

 

整
理
の
結
果
、
受
け
入
れ
た
高
島
家
文
書
の
ほ
ぼ
全
て
が
知
行
宛
行
状
（
ま

た
は
、
知
行
宛
行
に
関
す
る
も
の
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
全
二
八
点
の
う

ち
二
五
点
）
。
高
島
家
の
な
か
で
こ
れ
ら
知
行
宛
行
状
が
意
図
的
に
重
要
書
類
と

し
て
選
抜
さ
れ
、
木
箱
に
一
括
収
納
し
て
保
管
さ
れ
て
き
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。
知
行
宛
行
状
の
重
視
は
旧
藩
士
家
で
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
2

だ
が
、
近
世
期

に
お
い
て
は
主
君
と
家
臣
の
主
従
関
係
を
表
象
し
た
重
要
書
類
＝
知
行
宛
行
状
3

な
の
で
、
近
代
以
降
も
旧
藩
士
家
内
で
大
事
に
保
管
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。 

な
お
、
整
理
作
業
段
階
に
お
い
て
本
紙
と
包
紙
が
分
離
し
て
い
る
状
況
が
多

数
確
認
さ
れ
た
が
、
両
者
の
全
体
照
合
を
行
い
、
可
能
な
限
り
当
初
の
状
態
に

復
元
し
た
。
ま
た
、
寄
贈
受
け
入
れ
の
時
点
で
木
箱
内
の
原
秩
序
は
す
で
に
失

わ
れ
て
い
た
た
め
、
整
理
目
録
は
知
行
宛
行
状
作
成
時
代
順
で
並
び
替
え
る
こ

と
と
し
た
。
末
部
に
「
先
祖
附
」
以
下
三
点
の
資
料
を
連
続
さ
せ
た
。 

 

二
．
高
島
家
「
先
祖
附
」
と
歴
代
事
蹟
に
つ
い
て 

 

ま
ず
、
資
料
番
号
二
六
の
「
先
祖
附
」
を
も
と
に
、
高
島
家
の
来
歴
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
き
た
い
（
な
お
、
資
料
上
で
は
ほ
ぼ
全
て
「
高
嶋
」
と
旧
字
体
で
表

記
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
高
島
」
表
記
に
統
一
す
る
）。
な
お
、
当
該
「
先
祖

附
」
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）、
高
島
家
八
代
目
と
な
る
彦
熊
が
作
成
し
、
松

野
八
郎
右
衛
門
へ
と
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
先
祖
附
」
か
ら
歴

代
の
主
な
事
蹟
を
ま
と
め
た
も
の
が
【
表
1
】
と
な
る
。 

 

初
代
と
な
る
高
島
権
兵
衛
は
、
も
と
も
と
摂
津
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
明
暦
三

年
（
一
六
五
七
）、
妙
応
院
（
肥
後
細
川
藩
三
代
目
藩
主
・
細
川
綱
利
）
よ
り
江

戸
の
地
に
お
い
て
御
中
小
姓
と
し
て
召
し
出
さ
れ
、
御
馬
方
の
職
務
を
勤
め
る

こ
と
と
な
っ
た
。
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
は
綱
利
の
下
国
に
同
行
し
て
熊
本

へ
入
り
、
同
五
年
（
一
六
六
五
）
に
は
知
行
二
〇
〇
石
と
、「
御
馬
方
支
配
役
」

の
職
務
が
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
御
馬
方
支
配
役
」
は
の
ち
に
「
馬
方
組
脇
」

と
も
称
さ
れ
、
物
頭
列
の
役
職
に
位
置
付
け
ら
れ
る
4

。
当
職
務
は
高
島
権
兵
衛

を
初
発
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
世
に
お
い
て
馬
方
の
職
務
内
容
は
「
馬
ノ
麁

良
ヲ
弁
シ
其
習
馭

（
ギ
ョ
）

ヲ
司
ル
」
と
説
明
さ
れ
る
（「
官
職
制
度
考
」
5

）。
綱
利
に
召

し
出
さ
れ
た
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
な
記
述
は
な
い
も
の
の
、
高
島
権
兵
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衛
は
馬
の
良
し
悪
し
を
見

極
め
る
こ
と
が
出
来
た
ほ

か
、
乗
馬
習
練
に
関
す
る
専

門
的
技
能
を
有
し
た
可
能

性
が
高
い
だ
ろ
う
。 

 

権
兵
衛
は
実
子
が
無
か

っ
た
た
め
、
藩
士
平
野
猪
右

衛
門
の
弟
を
養
子
に
迎
え
、

高
島
武
右
衛
門
と
し
て
同

家
二
代
目
の
家
督
を
継
が

せ
て
い
る
。
初
代
権
兵
衛
が

有
し
た
馬
方
技
能
を
証
す

る
も
の
か
、
貞
享
三
年
（
一

六
八
六
）
に
武
右
衛
門
も
江

戸
に
上
っ
て
御
馬
方
を
勤

め
て
い
る
。
武
右
衛
門
は
さ

ら
に
元
禄
一
七
年
（
一
七
〇

四
）
に
「
御
馬
方
支
配
役
」

と
な
り
、
享
保
一
六
年
（
一

七
三
一
）
に
病
気
で
隠
居
す

る
ま
で
同
役
を
勤
め
た
。
家

督
相
続
以
来
四
五
年
間
、
一

貫
し
て
御
馬
方
職
務
を
勤

代数 名前 備考

生国摂津

明暦3年（1657）、江戸において妙応院（細川綱利）より召し出
され、御馬方を勤める。

寛文5年（1665）、知行200石・御馬方支配役となる

寛文10年（1675）、100石加増

元禄4年（1691）、病気のため知行差上

平野猪右衛門弟より養子入り

元禄4年、養父権兵衛知行のうち、150石拝領

元禄17年（1704）、役料50石・御馬方支配役

正徳4年（1714）、役料50石加増

享保16年（1731）、隠居

平野猪右衛門子より養子入り（２代目武右衛門の甥にあたる）

享保19年（1734）、家督継承。御小姓組入り

延享元年（1744）、白浜浦御番（同4年まで）

宝暦11年（1761）、病気により知行家屋敷を差上、隠居

小右衛門嫡子として知行150石、家屋敷を拝領

安永2年（1773）9月、八代御城附となり、翌年八代へ引越し

天明8年（1788）12月、病死

寛政元年（1789）、権兵衛嫡子として知行150石、家屋敷拝領。
家督後すぐに八代御城附を拝命

寛政10年（1798）、御小姓組となり熊本へ引越し

文化11年（1814）、病気により御小姓組御免。
御留守居御番方へ（中村進士組）
文化12年（1815）、江戸にて借金請人に関わったことが「不埒」
となり知行召上
文化12年、数代知行下置の家柄につき、大八知行のうち100石を
下し置く

天保7年（1836）8月、嶽丸御櫓御番

嘉永5年（1852）11月、病気により隠居

嘉永4年（1851）、牧　杢之進二男より養子入り

嘉永5年2月、武右衛門の知行を下し置く

安政2年（1855）3月、御小姓組となる

慶応元年（1865）4月、江戸詰中、江戸にて病死

（８代目） 高島彦熊 慶応元年6月、「先祖附」作成

（７代目） 高島大三郎

【表】高島家歴代事蹟（高島家文書26「先祖附」より作成）

（４代目） 高島権兵衛

（５代目） 高島大八

（６代目） 高島武右衛門

（初代） 高島権兵衛

（２代目） 高島武右衛門

（３代目） 高島小右衛門

【表 1】 高島家歴代事蹟（高島家文書 26「先祖附」より作成） 
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め
あ
げ
た
6

も
の
で
、
養
父
権
兵
衛
と
二
代
に
わ
た
っ
て
専
門
的
職
能
を
発
揮

し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。 

 

三
代
目
と
な
る
高
島
小
右
衛
門
は
、
平
野
猪
右
衛
門
の
子
か
ら
高
島
家
養
子

と
な
っ
て
い
る
。
二
代
目
の
武
右
衛
門
に
実
子
が
無
か
っ
た
た
め
で
、
甥
（
兄
の

子
）
を
養
子
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
代
替
わ
り
で
高
島
家
に
お
け
る
御
馬

方
の
職
能
は
断
絶
し
た
ら
し
く
、
小
右
衛
門
は
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
の
家

督
継
承
後
、
ほ
ぼ
御
番
方
勤
務
で
一
生
を
終
え
て
い
る
。
延
享
元
年
（
一
七
四

四
）
か
ら
同
四
年
（
一
七
四
七
）
ま
で
「
白
浜
浦
御
番
7

」（
白
浜
＝
飽
田
郡
五

丁
手
永
河
内
村
の
海
辺
）
を
勤
め
て
い
る
の
が
、
唯
一
の
ト
ピ
ッ
ク
と
な
る
。 

 

四
代
目
権
兵
衛
は
小
右
衛
門
嫡
子
と
し
て
、
知
行
一
五
〇
石
と
家
屋
敷
を
拝

領
し
、
組
並
の
奉
公
を
勤
め
た
。
し
か
し
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
九
月
、
八

代
御
城
附
が
申
し
付
け
ら
れ
る
。
翌
年
八
代
へ
と
引
越
し
、
天
明
八
年
（
一
七
八

八
）
に
病
死
す
る
ま
で
の
一
五
年
間
、
同
地
で
暮
ら
し
た
。 

 

五
代
目
の
大
八
は
権
兵
衛
嫡
子
で
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
四
月
に
知
行
一

五
〇
石
と
家
屋
敷
を
相
続
し
た
。
父
に
引
き
続
き
八
代
御
城
附
が
命
じ
ら
れ
る

も
、
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
に
御
小
姓
組
と
な
り
、
大
河
原
次
郎
九
郎
組
に

配
属
さ
れ
る
。
熊
本
へ
と
戻
っ
た
あ
と
は
武
芸
の
心
が
け
が
賞
さ
れ
、
藩
校
時

習
館
の
講
堂
で
賞
詞
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

さ
て
、
大
八
は
熊
本
復
帰
後
、
御
小
姓
組
の
一
員
と
し
て
藩
主
参
勤
な
ど
に

随
伴
し
、
江
戸
で
は
御
給
仕
役
な
ど
を
折
々
勤
め
た
。
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）

に
は
「
若
殿
様
御
入
部
之
御
供
」
と
し
て
江
戸
か
ら
熊
本
へ
下
っ
た
ほ
か
8

、
そ

の
後
再
び
江
戸
で
「
表
御
取
次
助
勤
」
を
勤
め
る
な
ど
、
職
務
は
多
忙
だ
っ
た
よ

う
だ
。
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
五
月
、
病
気
を
理
由
に
御
小
姓
組
を
免
じ
ら

れ
、
御
留
守
居
御
番
方
へ
と
配
属
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
同
一
二
年
、
大
八
は
往

年
江
戸
で
の
生
活
に
お
い
て
借
金
請
人
に
関
係
し
た
件
が
露
見
し
、「
不
埒
」
と

の
処
断
が
下
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
高
島
家
に
下
し
置
か
れ
て
い
た
知
行
は
全

て
召
し
上
げ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

六
代
目
・
武
右
衛
門
は
、
文
化
一
二
年
三
月
一
八
日
、
御
奉
行
所
で
先
代
大
八

「
不
埒
」
の
件
、
知
行
召
し
上
げ
の
件
が
申
し
渡
さ
れ
、
波
乱
の
家
督
継
承
と
な

っ
た
。
た
だ
し
、
数
代
に
わ
た
っ
て
知
行
が
渡
し
下
さ
れ
た
家
柄
と
い
う
こ
と

が
重
視
さ
れ
、
取
り
潰
し
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
先
代
の
知
行
の
う
ち
、
一

〇
〇
石
の
み
が
与
え
ら
れ
、
御
番
方
勤
務
が
命
じ
ら
れ
る
。
天
保
七
年
（
一
八
三

六
）
八
月
に
は
「
嶽
丸
御
櫓
当
分
」、
同
年
一
一
月
に
は
同
職
の
本
役
へ
と
進
ん

だ
9

。
櫓
番
は
九
人
置
か
れ
た
も
の
で
、
職
務
内
容
と
し
て
は
熊
本
城
内
各
櫓
の

番
を
昼
夜
勤
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
10

。
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
一
一
月
、

武
右
衛
門
は
病
気
に
よ
り
隠
居
を
願
い
、
翌
年
二
月
に
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
六
代
目
武
右
衛
門
は
一
五
年
に
わ
た
り
、
ひ
た
す
ら
「
嶽
丸
御
櫓
」
の
番
方

を
勤
め
あ
げ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

武
右
衛
門
の
実
子
が
未
だ
幼
年
だ
っ
た
た
め
、
牧
杢
之
進
の
二
男
が
養
子
と

し
て
迎
え
ら
れ
、
七
代
目
の
高
島
大
三
郎
と
な
っ
た
。
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）

二
月
、
先
代
の
武
右
衛
門
に
下
し
置
か
れ
て
い
た
知
行
と
家
屋
敷
が
大
三
郎
へ

と
渡
さ
れ
、
御
番
方
と
し
て
津
田
平
助
組
に
配
属
さ
れ
た
。
安
政
二
年
（
一
八
五

五
）
に
は
御
小
姓
組
と
な
り
、
同
三
年
以
降
は
江
戸
詰
、
熊
本
へ
の
下
向
を
ほ
ぼ

毎
年
の
よ
う
に
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る
。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
江
戸
へ
上

る
と
、
翌
二
年
一
二
月
に
は
「
御
前
様
御
下
国
」
＝
細
川
慶
順
の
正
室
・
峯
君
の

熊
本
入
り
に
随
伴
し
た
。
当
時
の
慌
た
だ
し
い
政
治
状
況
を
反
映
し
た
も
の
か
、
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文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
三
月
に
は
再
び
熊
本
を
出
立
し
、
翌
月
江
戸
に
到
着
し

て
い
る
。
多
忙
な
職
務
が
祟
っ
た
も
の
か
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
四
月
、
大

三
郎
は
江
戸
で
病
死
し
て
い
る
。 

 

以
上
の
経
緯
を
八
代
目
と
な
る
高
島
彦
熊
が
慶
応
元
年
六
月
に
「
先
祖
附
」

と
し
て
作
成
し
、
松
野
八
郎
右
衛
門
（
当
時
彦
熊
が
所
属
し
た
御
番
方
の
組
頭

ヵ
）
へ
と
提
出
し
て
い
る
。
端
的
に
高
島
家
歴
代
の
事
蹟
を
ま
と
め
る
と
、
初
代

と
二
代
目
の
「
御
馬
方
」
勤
務
に
始
ま
り
、
五
代
目
・
大
八
の
知
行
召
上
で
危
機

を
迎
え
る
も
、
後
代
の
努
力
で
家
名
が
維
持
さ
れ
た
と
表
す
こ
と
が
出
来
る
だ

ろ
う
。 

 

三
．
高
島
家
文
書
の
知
行
宛
行
状 

 

さ
て
、
高
島
家
文
書
中
に
残
る
知
行
宛
行
状
及
び
知
行
所
所
附
は
、「
は
じ
め

に
」
で
述
べ
た
通
り
、
全
二
八
点
中
二
五
点
を
数
え
る
。
最
も
古
い
年
紀
の
も
の

は
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
八
月
朔
日
、
三
代
目
藩
主
細
川
綱
利
か
ら
初
代
高
島

権
兵
衛
へ
宛
て
て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
資
料
番
号
一
）。
権
兵
衛
に
は
知

行
所
と
し
て
益
城
郡
の
う
ち
木
山
町
と
西
阿
高
村
、
合
計
二
〇
〇
石
が
与
え
ら

れ
た
。
こ
の
宛
行
状
に
附
属
す
る
別
紙
目
録
も
、
資
料
番
号
二
「
高
嶋
権
兵
衛
方

江
被
為
拝
領
御
知
行
所
付
目
録
」
と
し
て
現
存
す
る
。
こ
の
「
御
知
行
所
付
目

録
」
に
は
よ
り
詳
細
な
知
行
高
（
木
山
町
一
一
八
石
八
斗
弐
升
四
合
三
勺
七
才
、

西
阿
高
村
八
九
石
壱
斗
七
升
五
合
六
勺
三
才
、
高
合
二
〇
〇
石
）
が
記
載
さ
れ
、

知
行
宛
行
状
と
同
日
付
で
奉
行
の
鎌
田
杢
之
助
・
奥
村
次
郎
右
衛
門
・
瀬
戸
五

兵
衛
か
ら
、
上
益
城
郡
代
の
牧
八
郎
右
衛
門
以
下
五
名
へ
宛
て
て
発
給
さ
れ
て

い
る
。
他
家
の
例
で
は
知
行
宛
行
状
の
み
残
存
し
、
別
紙
と
な
る
「
所
付
」
を
欠

く
こ
と
も
多
い
。
当
該
高
島
家
で
は
（
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
）
両
通
と
も
に
良

好
な
状
態
で
伝
来
し
て
い
る
。 

 

初
代
権
兵
衛
に
は
、
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
五
）
六
月
五
日
付
の
加
増
一
〇
〇

石
分
（
飽
田
郡
太
郎
迫
村
＝
現
熊
本
市
北
区
太
郎
迫
町
）
の
知
行
宛
行
状
（
資
料

番
号
三
）、
同
目
録
（
資
料
番
号
四
）
も
発
給
さ
れ
て
い
る
。
新
規
召
し
抱
え
の

高
島
権
兵
衛
は
短
期
間
の
内
に
合
計
知
行
三
〇
〇
石
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
藩

主
綱
利
代
に
お
け
る
奔
放
な
知
行
給
付
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。 

 

元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
七
月
二
五
日
、
二
代
目
武
右
衛
門
も
綱
利
か
ら
の
知

行
宛
行
を
受
給
し
て
い
る
（
資
料
番
号
五
）。
た
だ
し
、
知
行
地
及
び
知
行
高
は

益
城
郡
の
う
ち
津
志
田
村
（
現
上
益
城
郡
甲
佐
町
津
志
田
）、
飽
田
郡
の
う
ち
新

土
河
原
村
（
現
熊
本
市
西
区
新
土
河
原
）、
合
わ
せ
て
一
五
〇
石
と
変
わ
っ
て
い

る
。
こ
の
知
行
宛
行
に
は
同
年
八
月
一
三
日
付
の
目
録
が
二
通
附
属
す
る
（
資

料
番
号
六
・
七
）。
そ
れ
ぞ
れ
知
行
宛
行
の
詳
細
を
補
足
す
る
も
の
だ
が
、
二
通

に
分
か
れ
た
の
は
知
行
宛
行
状
の
発
給
か
ら
や
や
遅
れ
て
目
録
が
作
成
さ
れ
た

こ
と
に
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

二
代
目
武
右
衛
門
に
は
正
徳
五
～
六
年
（
一
七
一
五
～
一
六
）
に
菊
池
郡
甲

佐
町
村
（
現
菊
池
市
七
城
町
甲
佐
町
）
五
〇
石
が
加
増
さ
れ
、
都
合
二
〇
〇
石
と

な
っ
て
い
る
（
資
料
番
号
八
・
九
）。
武
右
衛
門
に
与
え
ら
れ
た
益
城
郡
津
志
田

村
・
飽
田
郡
新
土
河
原
村
の
両
村
（
都
合
一
五
〇
石
）
は
、
そ
の
後
高
島
家
の
知

行
地
と
し
て
定
着
す
る
。
以
後
、
高
島
家
は
津
志
田
村
、
新
土
河
原
村
を
知
行
地

と
し
て
幕
末
ま
で
代
を
重
ね
た
。 

 

な
お
、
前
項
で
触
れ
た
通
り
五
代
目
大
八
の
「
不
埒
」
に
よ
り
、
六
代
目
武
右

衛
門
の
知
行
は
五
〇
石
削
減
さ
れ
て
一
〇
〇
石
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
知
行
地
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自
体
は
津
志
田
村
・
新
土
河
原
村
で
変
わ
っ
て
い
な
い
。 

 
四
．
お
わ
り
に 

 

以
上
、
高
島
家
文
書
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
高
島
家
文
書
の
ほ
と
ん
ど
は
細

川
家
臣
他
家
に
も
数
多
く
残
る
「
知
行
宛
行
状
」
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内

容
も
一
般
的
な
そ
れ
と
異
な
る
部
分
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
伝
来
し
た
知

行
宛
行
状
を
通
観
す
る
だ
け
で
も
高
島
家
系
譜
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、「
先

祖
附
」
と
と
も
に
読
み
解
く
こ
と
で
高
島
家
歴
代
が
重
ね
た
当
主
継
承
へ
の
尽

力
の
ほ
ど
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
古
文
書
保
存
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識
す

る
と
と
も
に
、
貴
重
な
資
料
を
熊
本
博
物
館
へ
と
ご
寄
贈
く
だ
さ
っ
た
旧
蔵
者

へ
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。 

な
お
、
初
代
高
島
権
兵
衛
が
召
し
抱
え
ら
れ
る
契
機
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
「
御

馬
方
」
職
能
な
ど
、
そ
の
実
態
が
未
詳
な
部
分
も
少
な
く
な
い
。
今
後
は
関
連
資

料
と
の
照
合
を
含
め
、
高
島
家
文
書
の
保
存
活
用
を
図
っ
て
い
き
た
い
。 

 

注 1 

刀
剣
類
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
（
二
〇
二
四
）
四
月
に
熊
本
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
。 

2 

当
館
所
蔵
で
は
吉
田
家
文
書
〔『
熊
本
博
物
館
館
報
（
以
下
、
館
報
）
№
22 

二
〇
〇
九

年
度
報
告
』
（
二
〇
一
〇
年
）
〕
、
松
田
家
文
書
〔『
館
報
№
32 

二
〇
一
九
年
度
報
告
』

（
二
〇
二
〇
年
）〕、
三
宅
家
文
書
（
『
三
宅
家
文
書
目
録
』、
熊
本
博
物
館
、
二
〇
二
二
年
）

ほ
か
。
三
宅
家
で
は
持
ち
出
し
用
の
木
箱
を
調
え
て
お
り
、
火
災
な
ど
非
常
時
へ
の
対
策

も
行
わ
れ
て
い
る
。 

3 

東
昇
「
宇
和
島
藩
の
知
行
宛
行
状
と
判
物
改
」
（『
武
家
文
書
目
録
（
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
資
料
目
録
）』
第
7
集
、
愛
媛
歴
史
文
化
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
本
田
俊
彦
「
仙

台
藩
知
行
宛
行
状
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
経
済
学
部
資
料
室
年
報
』（
３
）．
42‐

55
、

東
京
大
学
経
済
学
部
資
料
室
、
二
〇
一
三
年
）
ほ
か
。 

4 

西
山
禎
一
『
熊
本
藩
役
職
者
一
覧
』
（
細
川
藩
政
史
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年
）
。
当
役
は

通
常
二
名
置
か
れ
、「
宝
暦
五
年
侍
帳
」
で
は
馬
方
支
配
人
と
の
表
記
で
、
学
校
目
付
次

座
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）、
馬
方
支
配
役
と
改
め
ら
れ
、
さ
ら

に
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
は
馬
方
組
脇
と
改
め
ら
れ
た
。 

5 

垣
塚
文
成
「
官
職
制
度
考
」（
『
肥
後
文
献
叢
書
（
一
）』
、
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
一
年
）。 

6 

こ
の
ほ
か
、
江
戸
御
供
を
一
一
度
、
藩
主
帰
国
時
に
「
鶴
崎
御
迎
馬
御
用
」
な
ど
も
勤

め
て
い
る
。 

7 

前
掲
「
官
職
制
度
考
」
に
よ
る
と
、
侍
一
人
、
足
軽
三
人
で
勤
務
。 

8 

当
時
の
「
若
殿
様
」
は
、
後
の
九
代
目
藩
主
・
細
川
斉
樹
と
み
ら
れ
る
。 

9 

嶽
丸
＝
熊
本
城
内
南
側
に
位
置
す
る
竹
の
丸
。 

10 

前
掲
「
官
職
制
度
考
」。 
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